
マスクの着用や検温など、 感染症の予防にご協力をお願いします。
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　子育てを応援するイベント、講演会を集めました。家族
みんなで子育てを楽しむために、ぜひご参加ください。

ヨガを楽しもう

　いずれも場子ども未来センター師ヨガインス
トラクター・愛さん申２月22日㈫午前10時か
ら子育て支援事務室☎（529）8664へ
●パパ＆ベビーヨガ　対市内在
住のおおむね１歳～２歳のあん
よができる子どもと保護者時３
月19日㈯午前11時15分～正午
定７組（申込順）
●ベビーちゃんと一緒にパパママヨガ　対市
内在住の令和３年９月19日以降生まれの乳児
（第１子に限る）と両親時３月19日㈯午後１
時30分～２時15分定６組（申込順）
●Happyマタニティヨガ　対市内在住の妊娠
16週以上の方（第１子に限る）時３月19日㈯午
後２時45分～３時30分定８人（申込順）

　リトルホース２頭と触れ合います対市内在
住の未就学児と保護者時３月10日㈭午後２時
30分～３時30分場子ども未来センター１階テ
ラス定28組（申込順）申２月22日㈫午前10時か
ら子育て支援事務室☎（529）8664へ

ホースセラピー

　子どもが保育士と遊ぶ姿
を見ながら、これから親に
なる方と育児中の方が、育
児をより楽しむ方法を学び
ます対第１子を妊娠中の方
と配偶者、２歳以下の子ども１人と両親時３
月19日㈯午前10時30分～正午場砂川学習館
師埼玉医科大学短期大学准教授・内田貴峰さ
ん定６組（抽選）申３月10日㈭までに子育て推
進課子育てひろば係☎（528）4335へ

子育てをパパママともに
楽しむために

　保育園入園までの手
続きや経験者の「保活」
について話を聞いた後、
参加者も一緒に保活に
ついて考えます。子育
て・いれかわりたちか
わり実行委員会と共催
対保育園の入園を検討している保護者時３月
16日㈬午前10時～11時30分場子ども未来セン
ター申申込フォーム（右下２次元コードからア
クセス可）で、いれたち事務局
へ問市子ども家庭支援センター☎

（528）6871

いれたち座談会
 「みんな、保活ってどうしてる？」

対市内在住の未就学児の保護者（２歳までの
子どもの同伴可）時３月12日㈯午前10時～11
時30分場たましんRISURUホール小ホール師
常磐大学教授・秋山邦久さん定200人（抽選）
申２月25日㈮〔消印有効〕までに往復はがき（１
家族１枚）に住所、参加者全員の氏名、子ども
の生年月日、電話番号、返信用宛先を書いて、
子育て支援事務室「子育てが楽しくなる家庭内
コミュニケーション」係 〔〒190-0022錦町3-2-
26子ども未来センター〕☎（529）8664へ

子育てが楽しくなる家庭内コミュニケー
ション～子どもの幸せな未来のために

　身長・体重測定。希望
者は足形スタンプも対市
内在住の０歳～１歳６か
月の子どもと保護者時３
月２日㈬午後１時30分～２時30分場子ども未
来センター定16組（申込順）申２月22日㈫午前
10時から子育て支援事務室☎（529）8664へ

いちごクラブplus

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金（家計急変世帯）の
申請を受け付けています
　新型コロナウイルス感染症の影響で困難に直面した方を支援する

ため、住民税非課税世帯等に対して、１世帯当たり10万円を支給

します。くわしくは、市ホームページをご覧ください。

●郵送申請　家計急変世帯の郵送申請を２月１日から受け付けてい
ます。申請書類（市ホームページからダウンロード可）に、該当する

月の給与明細等を添えて申請してください。新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため、できるだけ郵送で申請してください。

●窓口申請　時２月９日㈬～28日㈪〔土曜・日曜日、祝日を除く、
午前９時～午後５時〕場市役所１階多目的プラザ
●給付時期　給付金は申請受付後、約３週間でご指定の口座に振り
込みます。

問住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター・内
線2642


